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政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱 

 

 

 

第１ 企業・団体による政治活動に関する寄附又は政治資金 
  パーティーの対価の支払の禁止 

 

 １ 会社、労働組合、職員団体その他の団体（政治団体を除く。）

は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払

をしてはならないこと。 

         （政治資金規正法第 21条第１項及び第２項関係） 

 

 ２ １に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をし

た者は、１年以下の禁錮又は 50万円以下の罰金に処すること。 

                 （政治資金規正法第 26条関係） 

 

 

第２ 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ 

 

   政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関

する寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間５千万円

となっている量的制限の限度額を、年間３千万円に引き下げるも

のとすること。     （政治資金規正法第 22条第１項関係） 

 

 

第３ 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限 

 

   会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構

成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体

の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団

体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政

治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせ

てはならないこと。  （政治資金規正法第 22条の６の２関係） 
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第４ 個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充 

 

   税額控除の適用対象となる寄附の範囲を、国会議員、都道府県

の議会の議員又は知事、政令指定都市の議会の議員又は市長（い

ずれも候補者等を含む。）に係る資金管理団体に対する寄附にま

で拡大し、その税額控除率については次のとおりとすること｡ 

    ① ２千円を超え１万円以下の部分……全額税額控除 

    ② １万円を超え５万円以下の部分……50％税額控除 

    ③ ５万円を超える部分…………………30％税額控除 

            （租税特別措置法第 41 条の 18 第２項関係） 

 

 

第５ 施行期日等 

 

 １ 施行期日 

   この法律は、令和６年１月１日から施行すること。 

                       （附則第１条関係） 

 

 ２ 検討 

   この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、

拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が

行われるものとすること。         （附則第７条関係） 

 

 ３ その他 

   その他所要の規定の整備を行うこと。 

 



  

 
 

 

一 

 
 

 

政
治
資
金
規
正
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二

条
の
五
第
二
項
」
に
、
「
、
当
該
」
を
「
並
び
に
当
該
」
に
改
め
、
「
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第

一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
第

二
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
、
当
該
」
を
「
並
び
に
当
該
」
に
改
め
、

「
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨
」
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
六
条
第
一
項
中
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。 

 
 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
、
第
十
六
条
第
二
項
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、
「
第
十
六



 

 
 

 

二 

条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
九
条
の
十
二
及
び
第
十
九
条
の
十
六
第
二
十
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
の
見
出
し
中
「
寄
附
の
制
限
」
を
「
寄
附
等
の
禁
止
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の

三
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
二
十
二
条
の
六
の
二
」
に
、
「
職
員
団
体
を
い
う
。
第
三
項
」
を
「
職
員
団
体
を
い

う
。
同
項
」
に
改
め
、
「
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
は
」
を
削
り
、
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」

の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
寄
附
」
の
下
に
「
及
び
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
「
又

は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
寄
附
」
を
「
個
人
の
寄
附
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に

対
し
て
さ
れ
る
」
を
「
個
人
の
す
る
」
に
、
「
各
号
の
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
掲
げ
る
額
を
」
を
「
定
め
る
額
を
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附 

二
千
万
円 



  

 
 

 

三 

 
 

二 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
す
る
寄
附 

千
万
円 

 
 

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、

同
条
第
五
項
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
五
千
万
円
」
を
「
三
千
万
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
三
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
寄
附
」
を
「
寄
附
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
削
り
、

「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
さ
れ
る
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価

の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
三
と
す
る
。 

 

２ 

何
人
も
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対
価
の
支
払
の
制
限
） 

 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
、
一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
き
、
百
五
十
万
円
を
超
え
て
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
の
支
払
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

四 

 
 

第
二
十
二
条
の
四
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
五
に
見
出
し
と
し
て
「
（
外
国
人
等
か
ら
の
寄
附
等
の
受
領
の
禁
止
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
保

有
し
て
い
た
も
の
」
の
下
に
「
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
四
と
す
る
。 

 

２ 

外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人
若
し
く
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
そ
の
他
の
組
織
が
す
る
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
六
に
見
出
し
と
し
て
「
（
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一

項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
寄

附
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
五
と
し
、
第
二
十
二
条
の

六
の
二
を
第
二
十
二
条
の
六
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
雇
用
関
係
の
不
当
利
用
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
） 

 

第
二
十
二
条
の
六
の
二 

会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
し
、
雇
用
そ

の
他
の
関
係
を
不
当
に
利
用
し
て
、
又
は
政
治
団
体
の
会
費
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
、



  

 
 

 

五 

政
治
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
か
つ
、
当
該
政
治
団
体
を
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
七
の
見
出
し
中
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
を
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
係
る
寄

附
の
あ
つ
せ
ん
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
、
「
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」

の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
の
下
に
「
又
は
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
、
「
、
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を
、
「
当
該
寄
附
」
の
下
に
「
又

は
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
二
条
の
八
の
見
出
し
中
「
関
す
る
制
限
」
を
「
係
る
告
知
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同

条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

二
項
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
違
反
行
為
」
を
「
各
号
に
定
め
る
行
為
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁

錮
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
違
反
行
為
」
を
「
各
号
に
定
め
る
行
為
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁



 

 
 

 

六 

錮
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
削
り
、
「
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を

加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
の
二
」
を
「
第

二
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
二
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

国
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
試
験
研
究
、
調
査
又
は
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
そ
の

他
性
質
上
利
益
を
伴
わ
な
い
も
の
及
び
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
党

交
付
金
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
交
付
金
を
含
む
。
）
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
交
付
の
決
定
（
利
子
補
給
金
に
係
る
契
約
の
承
諾
の
決
定
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
会
社
そ
の

他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
金
の
交
付

の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
に
係
る
公



  

 
 

 

七 

職
の
候
補
者
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
第
三
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
政
治
団
体
に
対
し
て
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の

支
払
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
政
関
連
寄
附
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
こ
れ
ら
の

行
為
を
し
た
者 

 
 

二 

国
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社

そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
出
資
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

違
反
し
て
国
政
関
連
寄
附
等
を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
そ
の
行
為
を
し
た
者 

 
 

第
二
十
六
条
の
二
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五

第
一
項
」
に
改
め
、
「
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
」
を
加
え
、
「
当
該
違
反
行
為
」
を
「
こ
れ
ら
の
行
為
」
に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
二

条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
四
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
「
寄
附
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支

払
」
を
加
え
、
「
当
該
違
反
行
為
」
を
「
こ
れ
ら
の
行
為
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次

の
六
号
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

八 

 
 

三 

地
方
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の

法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
金

の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消

し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当

該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
に
係
る
公
職
の
候
補
者
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ

れ
ら
の
者
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
反
対
す
る
政
治
団
体
に
対
し
て
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又

は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た

も
の
の
役
職
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者 

 
 

四 

地
方
公
共
団
体
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け

て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
そ
の
行
為
を
し
た
者 

 
 

五 

国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日

（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間



  

 
 

 

九 

に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
国
か
ら
の
給
付

金
交
付
法
人
に
対
し
国
政
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し
、
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付

金
交
付
法
人
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の

交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
に
対
し

地
方
政
治
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成

員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 
 

六 

国
出
資
法
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
国
出
資
法
人
に
対
し
国
政

関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し
、
又
は
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
に
対
し
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し

く
は
要
求
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 
 

七 

国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
の
す
る
国
政
関
連
寄
附
等
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同

日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知



 

 
 

 

一
〇 

を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
の
す

る
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当

該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
す

る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
こ
れ
ら
の
寄
附
又

は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ

ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 
 

八 

国
出
資
法
人
の
す
る
国
政
関
連
寄
附
等
で
あ
る
こ
と
又
は
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
の
す
る
地
方
政
治
関
連
寄
附
等

で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
こ
れ
ら
の
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ

ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 
 

第
二
十
六
条
の
三
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
「
該
当
す
る
者
」
の
下
に
「
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
し
た
者
）
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
し
た
者 

 
 

第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
」
に



  

 
 

 

一
一 

改
め
、
「
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条

第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
団
体
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第

五
号
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
四
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
、
「
禁
錮こ

」
を
「
禁
錮
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
寄
附
の
あ

つ
せ
ん
」
の
下
に
「
又
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
」
を
加
え
、
「
当
該
違
反
行
為
」
を
「
こ
れ
ら
の
行
為
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
当
該
違
反
行
為
」
を
「
そ
の
行
為
」
に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
五
中
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
」
を
「
第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
又
は
対

価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
を
集
め
た
」
に
、
「
当
該
違
反
行
為
」
を
「
こ
れ
ら
の
行
為
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
の
二
中
「
第
二
十
六
条
の
二
第
三
号
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
及
び
第
二
十
六
条
の
四
第
三
号
」
を
「
第

二
十
六
条
の
二
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の
四
第
二
号
」
に
、
「
第
二
十
二
条
の
六
第
四
項
」
を
「
第
二

十
二
条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
る
。 



 

 
 

 

一
二 

 
 

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
地
方
自
治
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一

号
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六

第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
十
一
条
の
十
八
第
一
項
中
「
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
又
は
第
三
号
若

し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
同
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体
で
あ
る
も
の
」
に
、
「
第
四
号

ロ
」
を
「
同
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
」
を
「
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
又

は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体

で
あ
る
も
の
」
に
、
「
政
治
資
金
規
正
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
残
額
）
を
」
を
「
残
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定

控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
」
に
、
「
そ
の
超
え
る
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
「
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
」
の
下
に
「
（
当
該
金
額
が
一
万
円
か

ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場
合
は
、
当
該
控
除
し
て
得
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」



  

 
 

 

一
三 

を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

 
 

一 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一
万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
政
党
等
に
対

す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

二 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一
万
円
を
超
え
五
万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

次

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 

 

イ 

一
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

 

ロ 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
一
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額 

 
 

三 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
五
万
円
を
超
え
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
金
額
の

合
計
額 

 
 

 

イ 

三
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

 

ロ 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
円
を
控
除
し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 



 

 
 

 

一
四 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
会
計
帳
簿
等
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
新
政
治
資
金
規

正
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
新
政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
政
治
団
体
が
受
け
る
寄
附
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
政
治
団
体
が
受
け
た
寄
附
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
三
条 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
政
治
資
金
規
正
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
存

す
べ
き
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
同
項
に
規
定
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
催
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払

で
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

 

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 



  

 
 

 

一
五 

第
五
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
八
の
規
定
は
、
令
和
六
年
分
以
後
の
所
得
税

に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
分
以
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
施

行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
検
討
） 

第
七
条 

こ
の
法
律
の
施
行
後
、
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
普
及
、
拡
大
等
の
状
況
を
勘
案
し
、
政
党
交
付
金

の
総
額
の
削
減
に
つ
い
て
検
討
が
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
及
び
第
十
条 

削
除 

 

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

一
六 

第
九
条 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
項
中
「
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
（
第
二
十
二

条
の
六
の
二
第
五
項
」
を
「
第
二
十
二
条
の
五
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
」
に
改
め
る
。



  

 
 

 

一
七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

政
治
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
立
し
、
広
く
国
民
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
政
治
を
実
現
す
る
た
め
、
会
社
そ
の
他
の
団
体

の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
全
面
禁
止
並
び
に
個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す

る
寄
附
に
係
る
税
額
控
除
の
拡
充
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。





  

 
 

 

一
九 

 
 

 

本
案
施
行
に
要
す
る
費
用 

 

本
案
施
行
に
よ
る
減
収
見
込
額
は
、
平
年
度
約
百
五
十
八
億
円
で
あ
る
。 

 





   

一 

 
 

 

政
治
資
金
規
正
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
条
文 

○
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

第
九
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
会
計
責
任
者
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
会

計
責
任
者
が
欠
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
。
第
十

五
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
（
会
計
帳
簿
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会

計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
会
計
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ

に
当
該
政
治
団
体
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

一 

全
て
の
収
入
及
び
こ
れ
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

寄
附
（
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
を
除
く
。
以
下

ロ
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
寄
附
を
し
た
者
が
団

体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代

表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財

産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
同
条
ま

で
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
年
月
日 

 

（
会
計
帳
簿
の
備
付
け
及
び
記
載
） 

第
九
条 

（
同
上
） 

      

一 

す
べ
て
の
収
入
及
び
こ
れ
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

（
同
上
） 

 
 

ロ 

寄
附
（
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
を
除
く
。
以
下

ロ
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、

そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
職
業
（
寄
附
を
し
た
者
が
団

体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代

表
者
の
氏
名
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
第

一
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
寄
附
の
金
額
（
金
銭
以
外
の
財
産
上

の
利
益
に
つ
い
て
は
、
時
価
に
見
積
も
つ
た
金
額
。
以
下
同
条
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。
）
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が
第
二
十
二



  

二 

   
 

ハ 
（
略
） 

 
 

ニ 

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
同
一
の

日
に
同
一
の
場
所
で
受
け
た
寄
附
ご
と
に
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
並
び

に
当
該
年
月
日
及
び
場
所 

 
 

ホ
～
リ 

（
略
） 

 

二 

全
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責
任

者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二
条
、

第
十
七
条
、
第
十
九
条
の
十
一
、
第
十
九
条
の
十
三
及
び
第
十
九
条
の
十

六
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
支
出

を
受
け
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
並
び
に
そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

 

三 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

  

（
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
二
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、

会
計
責
任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の

条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

 
 

ハ 

（
同
上
） 

 
 

ニ 

第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
同
一
の

日
に
同
一
の
場
所
で
受
け
た
寄
附
ご
と
に
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
並
び

に
当
該
年
月
日
及
び
場
所 

 
 

ホ
～
リ 

（
同
上
） 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
（
当
該
政
治
団
体
の
た
め
に
そ
の
代
表
者
又
は
会
計
責

任
者
と
意
思
を
通
じ
て
さ
れ
た
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
、
第
十
二
条
、

第
十
七
条
、
第
十
九
条
の
十
一
、
第
十
九
条
の
十
三
及
び
第
十
九
条
の
十

六
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
支
出

を
受
け
た
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
。
次
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
並
び
に
そ
の
支
出
の
目
的
、
金
額
及
び
年
月
日 

 

三 

（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

  

（
報
告
書
の
提
出
） 

第
十
二
条 
（
同
上
） 

  



   

三 

事
項
で
次
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
事
項
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
）
を

記
載
し
た
報
告
書
を
、
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月
以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院

議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の
公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期

日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
報
告
書
の

提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、
四
月
以
内
）
に
、
第
六

条
第
一
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理

委
員
会
又
は
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

全
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
別

の
金
額
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
五
万
円
を

超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

職
業
並
び
に
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日 

   
 

ハ 

（
略
） 

 
 

ニ 

第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
同
一
の

日
に
同
一
の
場
所
で
受
け
た
寄
附
ご
と
に
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
並
び

に
当
該
年
月
日
及
び
場
所 

 
 

ホ
～
ヌ 

（
略
） 

 

二 

全
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目
別

        

一 

す
べ
て
の
収
入
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目

別
の
金
額
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項 

 
 

イ 

（
同
上
） 

 
 

ロ 

同
一
の
者
か
ら
の
寄
附
で
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
が
年
間
五
万
円
を

超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
寄
附
を
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

職
業
、
当
該
寄
附
の
金
額
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該
寄
附
を
し
た
者
が

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
旨 

 
 

ハ 

（
同
上
） 

 
 

ニ 

第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
同
一
の

日
に
同
一
の
場
所
で
受
け
た
寄
附
ご
と
に
、
そ
の
金
額
の
合
計
額
並
び

に
当
該
年
月
日
及
び
場
所 

 
 

ホ
～
ヌ 
（
同
上
） 

 

二 

す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
そ
の
総
額
及
び
総
務
省
令
で
定
め
る
項
目



  

四 

の
金
額
並
び
に
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経
費

以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た
つ
て
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
五
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、

そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、
金

額
及
び
年
月
日 

 

三 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

  

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
）

は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
及
び
振
込
明
細
書
を
、
第
二
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら

三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
削
る
） 

     

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
の
特
例
） 

別
の
金
額
並
び
に
人
件
費
、
光
熱
水
費
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
経

費
以
外
の
経
費
の
支
出
（
一
件
当
た
り
の
金
額
（
数
回
に
わ
た
つ
て
さ
れ

た
と
き
は
、
そ
の
合
計
金
額
）
が
五
万
円
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い

て
、
そ
の
支
出
を
受
け
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
、

金
額
及
び
年
月
日 

 

三 

（
同
上
） 

２
～
４ 

（
同
上
） 

  

（
会
計
帳
簿
等
の
保
存
） 

第
十
六
条 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
（
政
治
団
体
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
及
び
振
込
明

細
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
に
係
る
報
告
書
の
要
旨

が
公
表
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
は
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
文
書
を
、
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ

れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
の
特
例
） 



   

五 

第
十
八
条
の
二 

政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
る
と
見
込
ま

れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
以
外

の
者
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
時
か
ら
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
章
（
第

六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
を
除
く
。
）

の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。
政
治
団
体
以
外
の
者

が
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
つ
た
と
き

も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三

条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第

二
号
の
団
体
に
あ
つ
て
は
次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

日
、
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し

て
新
た
に
組
織
さ
れ
又
は
新
た
に
政
治
団
体
と
な
つ
た
団
体
に
あ
つ
て
は
第

十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
以
外
の
者
が
政
治
団
体
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
と
、「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区
域
」
と

あ
る
の
は
「
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
」
と
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
綱
領
、
党
則
、
規

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
名
称
、
開
催
年
月
日
及

第
十
八
条
の
二 

政
治
団
体
以
外
の
者
が
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
に
な
る
と
見
込
ま

れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
当
該
政
治
団
体
以
外

の
者
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
時
か
ら
政
治
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
の
章
（
第

六
条
第
五
項
、
第
六
条
の
二
、
第
七
条
の
二
、
第
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及

び
第
三
項
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
三
項
並
び
に
前

条
の
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
（
こ
れ
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

政
治
団
体
以
外
の
者
が
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
が
特
定
パ
ー
テ
ィ

ー
に
な
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
中
「
そ
の
組
織
の
日
又
は
第
三

条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
前
条
第
一
項
各
号
の
団
体
と
な
つ
た
日
（
同
項
第

二
号
の
団
体
に
あ
つ
て
は
次
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

日
、
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
し

て
新
た
に
組
織
さ
れ
又
は
新
た
に
政
治
団
体
と
な
つ
た
団
体
に
あ
つ
て
は
第

十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
以
外
の
者
が
政
治
団
体
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
と
、「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
区
域
」
と

あ
る
の
は
「
開
催
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
場
所
」
と
、
同
項
第

一
号
及
び
第
二
号
中
「
主
と
し
て
そ
の
活
動
を
行
う
」
と
あ
る
の
は
「
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
綱
領
、
党
則
、
規

約
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
名
称
、
開
催
年
月
日
及



  

六 

び
開
催
場
所
並
び
に
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
予

定
金
額
及
び
当
該
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
か
ら
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
に
要
す
る
経
費
の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）
を
記
載

し
た
文
書
」
と
、「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
計
画
書
等
」
と
、
同
条
第

四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
第
六
条
の

三
中
「
主
と
し
て
活
動
を
行
う
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
開
催
場
所
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催

計
画
書
等
」
と
、
第
八
条
中
「
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
」
と
、「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対
価
の
支
払
」
と
、
第
八
条
の
三
中
「
そ
の

有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
に
関
し
て
さ
れ
た

収
入
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
」
と
、
第
九
条
第
一
項

中
「
政
治
団
体
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
団
体
の
開
催
す
る
政
治
資
金

パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
の
会
計
責
任
者
」
と
あ

る
の
は
「
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
と
、「
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在

で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の
事
項

で
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
団
体
の
開
催
し
た
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、「
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月

以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の

公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一

び
開
催
場
所
並
び
に
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
る
収
入
の
予

定
金
額
及
び
当
該
対
価
に
係
る
収
入
の
金
額
か
ら
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
に
要
す
る
経
費
の
金
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
者
の
氏
名
（
そ
の
者
が
団
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
）
を
記
載

し
た
文
書
」
と
、「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催
計
画
書
等
」
と
、
同
条
第

四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
、
第
六
条
の

三
中
「
主
と
し
て
活
動
を
行
う
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
の
開
催
場
所
」
と
、
第
七
条
第
一
項
中
「
綱
領
等
」
と
あ
る
の
は
「
開
催

計
画
書
等
」
と
、
第
八
条
中
「
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
含
む
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
」
と
、「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対
価
の
支
払
」
と
、
第
八
条
の
三
中
「
そ
の

有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開
催
に
関
し
て
さ
れ
た

収
入
に
係
る
金
銭
等
の
全
部
又
は
一
部
に
相
当
す
る
」
と
、
第
九
条
第
一
項

中
「
政
治
団
体
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
団
体
の
開
催
す
る
政
治
資
金

パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
」
と
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
の
会
計
責
任
者
」
と
あ

る
の
は
「
の
代
表
者
及
び
会
計
責
任
者
」
と
、「
毎
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在

で
、
当
該
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
収
入
、
支
出
そ
の
他
の
事
項

で
次
に
掲
げ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
団
体
の
開
催
し
た
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
、「
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
三
月

以
内
（
そ
の
間
に
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
の

公
示
の
日
か
ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
が
か
か
る
場
合
（
第
二
十
条
第
一



   

七 

項
に
お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、

四
月
以
内
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
終
了
し
た
日
か

ら
三
月
以
内
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
全
て
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
全
て

の
収
入
（
予
定
さ
れ
る
収
入
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、

同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
年
間
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
円
」
と
、
同
号
ト

及
び
チ
中
「
そ
の
年
に
お
け
る
対
価
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
全
て
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
全
て
の
支
出
（
予
定
さ
れ
る

支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
支

出
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
」
と
、
第
十
六
条
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
第

四
項
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
が
解
散
し
、
又
は
目
的
の
変

更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
治
団
体
以
外
の

者
が
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
開

催
を
中
止
し
た
と
き
」
と
、「
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
会

計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責
任
者
の
職
務
を

補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
項
」
と
、「
提
出
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、

当
該
政
治
団
体
が
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
当
該
提
出
期
限
の
属
す
る
年
の
前

年
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
書
を
も
提
出
し
て
い
な

い
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
い
と
き
」
と
、
第
二
十
三

項
に
お
い
て
「
報
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
は
、

四
月
以
内
）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
終
了
し
た
日
か

ら
三
月
以
内
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
す
べ
て
の
収
入
」
と
あ
る
の
は
「
す

べ
て
の
収
入
（
予
定
さ
れ
る
収
入
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
年
間
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
円
」
と
、
同

号
ト
及
び
チ
中
「
そ
の
年
に
お
け
る
対
価
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
」
と
、

同
項
第
二
号
中
「
す
べ
て
の
支
出
」
と
あ
る
の
は
「
す
べ
て
の
支
出
（
予
定

さ
れ
る
支
出
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
支
出
に
つ
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
支
出
（
予
定
さ
れ
る
支
出
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
」
と
、
第
十
六
条
第
一
項
中
「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
八
条
の
二
第
四
項
」
と
、
第
十
七
条
第
一
項
中
「
政
治
団
体
が
解
散
し
、

又
は
目
的
の
変
更
そ
の
他
に
よ
り
政
治
団
体
で
な
く
な
つ
た
と
き
」
と
あ
る

の
は
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政

治
団
体
以
外
の
者
が
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
政
治
資
金
パ

ー
テ
ィ
ー
の
開
催
を
中
止
し
た
と
き
」
と
、「
会
計
責
任
者
で
あ
つ
た
者
」
と

あ
る
の
は
「
会
計
責
任
者
（
報
告
書
の
記
載
に
係
る
部
分
に
限
り
、
会
計
責

任
者
の
職
務
を
補
佐
す
る
者
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
二
条

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
前
項
」
と
、「
提
出
し
な
い

場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
治
団
体
が
当
該
提
出
期
限
ま
で
に
当
該
提
出
期
限

の
属
す
る
年
の
前
年
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
報
告
書
を

も
提
出
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
し
な
い
と
き
」



  

八 

条
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
対
価
の
支
払
」
と
し
、
そ
の
他
の
こ
の
章
の

規
定
の
当
該
政
治
団
体
以
外
の
者
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的

読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

  

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明

細
書
等
の
作
成
） 

第
十
九
条
の
十
一 

（
略
） 

２ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に
係
る
第
十
六
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
及
び
振
込
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
、「
、
振
込
明

細
書
及
び
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
」
と
す
る
。 

  

（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い

て
の
適
用
） 

第
十
九
条
の
十
二 

第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

十
一
条
、
第
十
九
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一

項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
十
六
条
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
旨
の
届
出
を
し
た
日
か
ら
適
用
す

る
。 

と
、
第
二
十
三
条
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
対
価
の
支
払
」
と
し
、
そ
の

他
の
こ
の
章
の
規
定
の
当
該
政
治
団
体
以
外
の
者
に
つ
い
て
の
適
用
に
関
し

必
要
な
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３
・
４ 

（
同
上
） 

  

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明

細
書
等
の
作
成
） 

第
十
九
条
の
十
一 

（
同
上
） 

２ 

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
に
係
る
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
及
び
振
込
明
細
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
、

振
込
明
細
書
及
び
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
」
と
す
る
。 

  

（
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
つ
い

て
の
適
用
） 

第
十
九
条
の
十
二 

第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
の
九
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

十
一
条
、
第
十
九
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
二
条
第
一

項
第
二
号
、
同
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
で
あ
る
旨
の
届
出
を
し
た
日
か
ら

適
用
す
る
。 



   

九 

  

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
） 

第
十
九
条
の
十
六 

（
略
） 

２
～

 

（
略
） 

 

前
各
項
の
規
定
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
第
十
六
条
の
規
定
に
基

づ
き
領
収
書
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
政
治
団
体
を
国

会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
し
て
適
用
す
る
。 

・

 

（
略
） 

  

（
会
社
等
の
寄
附
等
の
禁
止
） 

第
二
十
一
条 

会
社
、
労
働
組
合
（
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
。
第
三
項
及
び
第
二
十

二
条
の
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
職
員
団
体
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
二
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い

う
。
同
項
及
び
第
二
十
二
条
の
六
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
団
体
は
、

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
し

て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
が
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
の
支
払
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

  

（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
） 

第
十
九
条
の
十
六 

（
同
上
） 

２
～

 

（
同
上
） 

 

前
各
項
の
規
定
は
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
が
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
以
外
の
政
治
団
体
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
第
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
領
収
書
等
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
、
当
該
政
治
団

体
を
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
し
て
適
用
す
る
。 

・

 

（
同
上
） 

  

（
会
社
等
の
寄
附
の
制
限
） 

第
二
十
一
条 

会
社
、
労
働
組
合
（
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

七
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
労
働
組
合
を
い
う
。
第
三
項
並
び
に
第
二

十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
職
員
団
体
（
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
八
条
の
二
又
は
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
に
規
定
す

る
職
員
団
体
を
い
う
。
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
団
体
は
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

者
に
対
し
て
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
政
治
団
体
が
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

 



  

一
〇 

３ 

何
人
も
、
会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
削
る
） 

       

（
個
人
の
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
す
る
寄
附 

二
千
万
円 

 

二 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
し
て
す
る
寄
附 

千
万
円 

    

３ 

何
人
も
、
会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
を

除
く
。
）
に
対
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体

に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら

な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
政
党
の
支
部
で
、
一
以

上
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
区
又
は
総
合
区
の
区
域
）
又
は
公
職
選
挙
法
第
十
二
条
に
規
定

す
る
選
挙
区
の
区
域
を
単
位
と
し
て
設
け
ら
れ
る
支
部
以
外
の
も
の
は
、
政

党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
一
の
政
治
団
体
と
み
な
す
。 

  

（
寄
附
の
総
額
の
制
限
） 

第
二
十
一
条
の
三 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
さ
れ
る
政
治
活
動
に

関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

個
人
の
す
る
寄
附 

 
 

 

二
千
万
円 

 
二 

会
社
の
す
る
寄
附 

 
 

 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
会
社
の
資
本
金

の
額
又
は
出
資
の
金
額
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
十
億
円
以
上 

 
 
 
 

 

三
千
万
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
億
円
以
上
五
十
億 

 
 

千
五
百
万
円 

 



   

一
一 

                  

（
削
る
） 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

円
未
満 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
億
円
未
満 

 
 

 
 

七
百
五
十
万
円 

 

三 

労
働
組
合
又
は
職
員
団
体 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
労
働
組
合
の
組 

 
 

の
す
る
寄
附 

 
 

 
 

 
 

合
員
又
は
職
員
団
体
の
構
成
員
（
次
項
に

お
い
て
「
組
合
員
等
」
と
い
う
。
）
の
数
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
万
人
以
上 

 
 

 
 
 

 

三
千
万
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
人
以
上
十
万
人 

 
 

千
五
百
万
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

未
満 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
万
人
未
満 

 
 

 
 

七
百
五
十
万
円 

 

四 

前
二
号
の
団
体
以
外
の
団 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
団
体
の
前
年
に 

 
 

体
（
政
治
団
体
を
除
く
。
） 

 

お
け
る
年
間
の
経
費
の
額
の
区
分
に
応
じ
、 

 
 

の
す
る
寄
附 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
千
万
円
以
上 

 
 
 
 

 

三
千
万
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
万
円
以
上
六
千 

 
 

千
五
百
万
円 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

万
円
未
満 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
千
万
円
未
満 

 
 
 

七
百
五
十
万
円 

２ 

資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
金
額
が
百
億
円
以
上
の
会
社
、
組
合
員
等

の
数
が
十
五
万
人
以
上
の
労
働
組
合
若
し
く
は
職
員
団
体
又
は
前
年
に
お
け

る
年
間
の
経
費
の
額
が
八
千
万
円
以
上
の
前
項
第
四
号
の
団
体
に
つ
い
て



  

一
二 

        

（
削
る
） 

  

２ 

前
項
の
規
定
は
、
特
定
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。 

（
削
る
） 

     

（
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
） 

第
二
十
二
条 

政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の

は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
額
は
、
三
千
万
円
に
、
そ
れ

ぞ
れ
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
の
金
額
が
五
十
億
円
を
超
え
る
金
額
五
十

億
円
ご
と
、
組
合
員
等
の
数
が
十
万
人
を
超
え
る
数
五
万
人
ご
と
、
又
は
前

年
に
お
け
る
年
間
の
経
費
の
額
が
六
千
万
円
を
超
え
る
金
額
二
千
万
円
ご
と

に
五
百
万
円
（
そ
の
合
計
額
が
三
千
万
円
に
達
し
た
後
に
お
い
て
は
、
三
百

万
円
）
を
加
算
し
た
金
額
（
そ
の
加
算
す
る
金
額
の
合
計
額
が
七
千
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は
、
七
千
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
と
し
て
、
同
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

３ 

個
人
の
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
で
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外

の
者
に
対
し
て
さ
れ
る
も
の
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
千
万
円
を
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
特
定
寄
附
及
び
遺
贈
に
よ
つ
て
す
る
寄
附

に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

５ 

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
金
額
、
同
項
第
三

号
に
規
定
す
る
組
合
員
等
の
数
及
び
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
年
間
の
経
費

の
額
の
計
算
そ
の
他
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。 

  

（
同
一
の
者
に
対
す
る
寄
附
の
制
限
） 

第
二
十
二
条 
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
の
す
る
政
治
活
動

に
関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の



   

一
三 

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
、
三
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

（
一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
対
価
の
支
払
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
二 
何
人
も
、
一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
き
、
百
五
十

万
円
を
超
え
て
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
し
て
は
な
ら
な

い
。 

  

（
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
等
の
受
領
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
三 

何
人
も
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対

価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
削
る
） 

   

同
一
の
政
治
団
体
に
対
し
て
は
、
五
千
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２
・
３ 

（
同
上
） 

  

（
新
設
） 

    

（
量
的
制
限
等
に
違
反
す
る
寄
附
の
受
領
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
二 

何
人
も
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受

け
て
は
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

   
（
寄
附
の
質
的
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
三 

国
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付

金
（
試
験
研
究
、
調
査
又
は
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
そ
の
他
性
質
上
利
益
を

伴
わ
な
い
も
の
及
び
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
政
党
交
付
金
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る



  

一
四 

                     

特
定
交
付
金
を
含
む
。
）
を
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
の
決

定
（
利
子
補
給
金
に
係
る
契
約
の
承
諾
の
決
定
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の

通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付

の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け

た
日
）
ま
で
の
間
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

国
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は
一

部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
政
治
活
動
に

関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
該
当
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
が
、

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
に
係
る
公
職
の
候
補
者
、
こ
れ

ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
第
三
条
第
一
項
第

二
号
若
し
く
は
第
三
号
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
政
治
団
体
に
対
し
て
す
る
政

治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
社
そ
の
他
の
法

人
が
、
当
該
各
号
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
に
係
る
公

職
の
候
補
者
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
を
推

薦
し
、
支
持
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
反
対
す
る
政
治
団
体
に
対
し
て
す
る
政

治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

一 

地
方
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付

金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人 



   

一
五 

          

（
削
る
） 

      

（
外
国
人
等
か
ら
の
寄
附
等
の
受
領
の
禁
止
） 

第
二
十
二
条
の
四 

何
人
も
、
外
国
人
、
外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構
成
員

が
外
国
人
若
し
く
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
そ
の
他
の
組
織
（
金
融
商
品
取

引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
単
に
「
金
融
商
品
取
引
所
」
と
い
う
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
を
発

 

二 

地
方
公
共
団
体
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

の
全
部
又
は
一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人 

５ 

何
人
も
、
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
、

又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。 

６ 

何
人
も
、
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
で
あ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
こ
れ
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
二
条
の
四 

三
事
業
年
度
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
政
令
で
定
め
る
欠

損
を
生
じ
て
い
る
会
社
は
、
当
該
欠
損
が
う
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
政
治
活

動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

何
人
も
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
、
こ
れ
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

  
第
二
十
二
条
の
五 

何
人
も
、
外
国
人
、
外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構
成
員

が
外
国
人
若
し
く
は
外
国
法
人
で
あ
る
団
体
そ
の
他
の
組
織
（
金
融
商
品
取

引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
単
に
「
金
融
商
品
取
引
所
」
と
い
う
。
）
に
上
場
さ
れ
て
い
る
株
式
を
発



  

一
六 

行
し
て
い
る
株
式
会
社
の
う
ち
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る
た
め
の
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

六
号
）
第
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
定
時
株
主
総
会
基
準
日
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
株
式
会
社
で
あ
つ
て
直

近
の
定
時
株
主
総
会
基
準
日
が
一
年
以
内
に
あ
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

該
定
時
株
主
総
会
基
準
日
に
お
い
て
外
国
人
又
は
外
国
法
人
が
発
行
済
株
式

の
総
数
の
過
半
数
に
当
た
る
株
式
を
保
有
し
て
い
た
も
の
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
か
ら
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

日
本
法
人
で
あ
つ
て
、
そ
の
発
行
す
る
株
式
が
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て

五
年
以
上
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
い
る
も
の
（
新
設
合
併
又
は
株
式
移
転
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社
（
当
該
新
設
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
会
社
又
は

当
該
株
式
移
転
を
し
た
会
社
の
全
て
が
株
式
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ら

の
発
行
し
て
い
た
株
式
が
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
上
場

を
廃
止
さ
れ
る
ま
で
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
い
た
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
そ
の
発
行
す
る
株
式
が
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転

に
伴
い
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
か
ら
継
続
し
て
上
場
さ
れ

て
お
り
、
か
つ
、
上
場
さ
れ
て
い
る
期
間
が
五
年
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
つ

て
、
当
該
上
場
さ
れ
て
い
る
期
間
と
、
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転

に
伴
い
上
場
を
廃
止
さ
れ
た
株
式
が
そ
の
上
場
を
廃
止
さ
れ
る
ま
で
金
融
商

品
取
引
所
に
お
い
て
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
い
た
期
間
の
う
ち
最
も
短
い
も

の
と
を
合
算
し
た
期
間
が
五
年
以
上
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
が
す
る
寄
附
に

行
し
て
い
る
株
式
会
社
の
う
ち
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
を
定
め
る
た
め
の
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十

六
号
）
第
百
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
準
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
定
時
株
主
総
会
基
準
日
」
と
い
う
。
）
を
定
め
た
株
式
会
社
で
あ
つ
て
直

近
の
定
時
株
主
総
会
基
準
日
が
一
年
以
内
に
あ
つ
た
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

該
定
時
株
主
総
会
基
準
日
に
お
い
て
外
国
人
又
は
外
国
法
人
が
発
行
済
株
式

の
総
数
の
過
半
数
に
当
た
る
株
式
を
保
有
し
て
い
た
も
の
）
か
ら
、
政
治
活

動
に
関
す
る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
法
人
で
あ
つ
て
、

そ
の
発
行
す
る
株
式
が
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
五
年
以
上
継
続
し
て
上

場
さ
れ
て
い
る
も
の
（
新
設
合
併
又
は
株
式
移
転
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
株
式

会
社
（
当
該
新
設
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
会
社
又
は
当
該
株
式
移
転
を
し
た

会
社
の
す
べ
て
が
株
式
会
社
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
発
行
し
て
い
た
株

式
が
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
上
場
を
廃
止
さ
れ
る
ま
で

金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
い
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
そ
の

発
行
す
る
株
式
が
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
金
融
商
品
取

引
所
に
お
い
て
上
場
さ
れ
て
か
ら
継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
上

場
さ
れ
て
い
る
期
間
が
五
年
に
満
た
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
上
場
さ
れ

て
い
る
期
間
と
、
当
該
新
設
合
併
又
は
当
該
株
式
移
転
に
伴
い
上
場
を
廃
止

さ
れ
た
株
式
が
そ
の
上
場
を
廃
止
さ
れ
る
ま
で
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て

継
続
し
て
上
場
さ
れ
て
い
た
期
間
の
う
ち
最
も
短
い
も
の
と
を
合
算
し
た
期

間
が
五
年
以
上
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
が
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限



   

一
七 

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 
外
国
法
人
又
は
そ
の
主
た
る
構
成
員
が
外
国
人
若
し
く
は
外
国
法
人
で
あ

る
団
体
そ
の
他
の
組
織
が
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ

い
て
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。 

   

（
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
五 

何
人
も
、
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
又
は
匿
名
で
、
政
治

活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
し
て
は

な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

何
人
も
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

  

（
政
治
資
金
団
体
に
係
る
寄
附
の
方
法
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
六 

（
略
） 

  

（
雇
用
関
係
の
不
当
利
用
等
に
よ
る
寄
附
等
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
六
の
二 

会
社
、
労
働
組
合
、
職
員
団
体
そ
の
他
の
団
体
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
し
、
雇
用
そ
の
他
の
関
係
を
不
当
に
利
用
し

り
で
な
い
。 

２ 

前
項
本
文
に
規
定
す
る
者
で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の

は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
と
き
は
、
同
項
本
文
に
規
定
す
る
者

で
あ
つ
て
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
、
文
書
で
、
当
該

寄
附
を
受
け
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

第
二
十
二
条
の
六 

何
人
も
、
本
人
の
名
義
以
外
の
名
義
又
は
匿
名
で
、
政
治

活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

２ 

（
同
上
） 

３ 

何
人
も
、
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら
な

い
。 

４
・
５ 

（
同
上
） 

  

（
政
治
資
金
団
体
に
係
る
寄
附
の
方
法
の
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
六
の
二 

（
同
上
） 

  

（
新
設
） 

 



  

一
八 

て
、
又
は
政
治
団
体
の
会
費
の
額
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を

約
束
し
て
、
政
治
団
体
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
か
つ
、
当
該
政

治
団
体
を
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
の
支
払
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
等
に
関
す
る
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
七 

何
人
も
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ

せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
場
合

に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
し
業
務
、
雇
用
そ
の
他
の
関
係
又
は
組
織
の
影
響

力
を
利
用
し
て
威
迫
す
る
等
不
当
に
そ
の
意
思
を
拘
束
す
る
よ
う
な
方
法

で
、
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は
政
治
資
金
パ
ー

テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
者
は
、
い
か
な
る
方
法
を
も
つ

て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
又
は
対
価
の
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
意
思
に

反
し
て
、
そ
の
者
の
賃
金
、
工
賃
、
下
請
代
金
そ
の
他
性
質
上
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
か
ら
の
控
除
に
よ
る
方
法
で
、
当
該
寄
附
又
は
対
価
と
し
て
支
払

わ
れ
る
金
銭
等
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
。 

  

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
係
る
告
知
） 

第
二
十
二
条
の
八 

（
削
る
） 

      

（
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
七 

何
人
も
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ

せ
ん
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
し
業
務
、
雇
用
そ
の
他
の
関
係

又
は
組
織
の
影
響
力
を
利
用
し
て
威
迫
す
る
等
不
当
に
そ
の
意
思
を
拘
束
す

る
よ
う
な
方
法
で
、
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。 

 

２ 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
を
す
る
者
は
、
い
か

な
る
方
法
を
も
つ
て
す
る
を
問
わ
ず
、
寄
附
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
意
思
に

反
し
て
、
そ
の
者
の
賃
金
、
工
賃
、
下
請
代
金
そ
の
他
性
質
上
こ
れ
ら
に
類

す
る
も
の
か
ら
の
控
除
に
よ
る
方
法
で
、
当
該
寄
附
を
集
め
て
は
な
ら
な
い
。 

    

（
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
関
す
る
制
限
） 

第
二
十
二
条
の
八 
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
は
、
一
の
政
治
資



   

一
九 

  

① 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
す
る
者
は
、
当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

の
対
価
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
対
価
の

支
払
を
す
る
者
に
対
し
、
当
該
対
価
の
支
払
が
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対

価
の
支
払
で
あ
る
旨
を
書
面
に
よ
り
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
削
る
） 

  

（
削
る
） 

           

金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
き
、
同
一
の
者
か
ら
、
百
五
十
万
円
を
超
え
て
、
当
該

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

（
同
上
） 

   

３ 

何
人
も
、
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

一
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
つ
き
、
百
五
十
万
円
を
超
え
て
、
当
該
政
治

資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４ 

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
政
治
資

金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
あ
り
、
及
び

同
条
第
三
項
中
「
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の

支
払
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の
あ

つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ

ん
」
と
、「
当
該
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
の
支
払
の
あ

つ
せ
ん
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
寄
附
の

あ
つ
せ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
の
あ
つ

せ
ん
」
と
、「
、
寄
附
」
と
あ
る
の
は
「
、
対
価
の
支
払
」
と
、「
当
該
寄
附
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。 



  

二
〇 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
告
知
に
係
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
文
言
に
つ
い
て
は
、

総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
四
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
会
社
、
政
治
団
体
そ

の
他
の
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
団
体
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
し
た
者
）
は
、

三
年
以
下
の
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

第
十
六
条
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収

書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
又
は
振
込
明
細
書

を
保
存
し
な
い
者 

 

五 

第
十
六
条
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、

領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
又
は
振
込
明

細
書
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

 

六
・
七 

（
略
） 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
し
た
者
）
は
、

一
年
以
下
の
禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

５ 

第
二
項
に
規
定
す
る
告
知
に
係
る
書
面
に
記
載
す
べ
き
文
言
に
つ
い
て

は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
四
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
（
会
社
、
政
治
団
体
そ
の
他
の

団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
団
体
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役

職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮こ

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一
～
三 

（
同
上
） 

 

四 

第
十
六
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、

領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
又
は
振
込
明

細
書
を
保
存
し
な
い
者 

 

五 

第
十
六
条
第
一
項
（
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
保
存
す
べ
き
会
計
帳
簿
、

明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
つ
た
支
出
の
明
細
書
等
又

は
振
込
明
細
書
に
虚
偽
の
記
入
を
し
た
者 

 
六
・
七 

（
同
上
） 

 

第
二
十
六
条 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役

職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
一
年
以
下
の
禁
錮こ

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 



   

二
一 

 
一 

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
三

第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て

寄
附
又
は
対
価
の
支
払
を
し
た
者 

 

二 

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
又
は
対
価
の
支
払
を
す

る
こ
と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
た
者 

 

三 

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
又
は
対
価
の
支
払

を
受
け
た
者 

 

第
二
十
六
条
の
二 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の

禁
錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

国
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付
金
（
試
験
研

究
、
調
査
又
は
災
害
復
旧
に
係
る
も
の
そ
の
他
性
質
上
利
益
を
伴
わ
な
い

も
の
及
び
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
政
党
交
付
金
（
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定

交
付
金
を
含
む
。
）
を
除
く
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
の
決
定

（
利
子
補
給
金
に
係
る
契
約
の
承
諾
の
決
定
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
か
ら

の
給
付
金
交
付
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決

定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金

の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通

知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て

 

一 

第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
三

第
一
項
及
び
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者 

 

二 

第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
を
勧
誘

し
、
又
は
要
求
し
た
者 

 

三 

第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
受
け
た
者 

  

第
二
十
六
条
の
二 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮こ

又

は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た

会
社
そ
の
他
の
法
人
の
役
職
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者 

        



  

二
二 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
長
に
係
る
公
職
の
候
補
者
、

こ
れ
ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
第
三
条
第

一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
ロ
の
規
定
に
該
当
す
る
政
治
団
体
に
対
し

て
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
及
び
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の

支
払
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
政
関
連
寄
附
等
」
と
い
う
。
）

を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者 

 

二 

国
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
全
部
又
は

一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
国
出
資
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
第
二
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
違
反
し
て
国
政
関
連
寄
附
等
を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て

そ
の
行
為
を
し
た
者 

 

三 

地
方
公
共
団
体
か
ら
補
助
金
、
負
担
金
、
利
子
補
給
金
そ
の
他
の
給
付

金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
会
社
そ
の
他
の
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、

当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経

過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と

き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
第
二
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は

長
に
係
る
公
職
の
候
補
者
、
こ
れ
ら
の
者
に
係
る
資
金
管
理
団
体
又
は
こ

れ
ら
の
者
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
若
し
く
は
こ
れ
に
反
対
す
る
政
治
団
体

        

二 

第
二
十
二
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
を
勧

誘
し
、
又
は
要
求
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成

員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
） 

   

（
新
設
） 

        



   

二
三 

に
対
し
て
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
の
支
払
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
」
と
い

う
。
）
を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者 

 

四 

地
方
公
共
団
体
か
ら
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

の
全
部
又
は
一
部
の
出
資
又
は
拠
出
を
受
け
て
い
る
会
社
そ
の
他
の
法
人

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
」
と
い
う
。
）
で
あ

つ
て
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
地
方
政
治
関
連
寄
附
等

を
し
た
も
の
の
役
職
員
と
し
て
そ
の
行
為
を
し
た
者 

 

五 

国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を

受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決

定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た

日
）
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
第
二

十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
に

対
し
国
政
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し
、
又
は

地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定

の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の

交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知

を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な

が
ら
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付

法
人
に
対
し
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要

求
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ

    

（
新
設
） 

     

（
新
設
） 

            



  

二
四 

ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

六 
国
出
資
法
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定

に
違
反
し
て
当
該
国
出
資
法
人
に
対
し
国
政
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を

勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し
、
又
は
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人
で
あ
る
こ
と

を
知
り
な
が
ら
同
項
の
規
定
に
違
反
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
出
資
法
人

に
対
し
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
若
し
く
は
要
求
し

た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の

行
為
を
し
た
者
） 

 

七 

国
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
の
す
る
国
政
関
連
寄
附
等
（
当
該
給
付
金

の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
後
一
年
を
経
過
す
る
日

（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消
し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当

該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ

る
こ
と
又
は
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
給
付
金
交
付
法
人
の
す
る
地
方
政
治

関
連
寄
附
等
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
同

日
後
一
年
を
経
過
す
る
日
（
当
該
給
付
金
の
交
付
の
決
定
の
全
部
の
取
消

し
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
取
消
し
の
通
知
を
受
け
た
日
）
ま
で
の
間
に

す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
第
二
十
二
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
こ
れ
ら
の
寄
附
又
は
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の

対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成

員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

八 

国
出
資
法
人
の
す
る
国
政
関
連
寄
附
等
で
あ
る
こ
と
又
は
地
方
公
共
団

  

（
新
設
） 

       

（
新
設
） 

            

（
新
設
） 



   

二
五 

体
出
資
法
人
の
す
る
地
方
政
治
関
連
寄
附
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
、
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
こ
れ
ら
の
寄
附
又
は

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

九 

第
二
十
二
条
の
四
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て

寄
附
又
は
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員

又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

十 

第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
又
は
対
価
の
支
払

を
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ

ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

（
削
る
） 

   

（
削
る
） 

   

第
二
十
六
条
の
三 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
を
し
た
者
）

は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
し
た
者 

     

三 

第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
、
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
二

条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
） 

 

四 

第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
者
（
団
体

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
） 

 

五 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
六
第
一

項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
） 

 

六 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
六
第
三

項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
受
け
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
） 

 
第
二
十
六
条
の
三 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。 

  

一 

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
し
た
会
社
の
役



  

二
六 

  

（
削
る
） 

   

二 

第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
受
け
た

者 

  

三 

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
告
知
を
し
な
か
つ
た
者 

   

（
削
る
） 

   

第
二
十
六
条
の
四 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の

禁
錮
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

一 

第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
又
は

対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、

そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
） 

 

（
削
る
） 

 

職
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者 

 

二 

第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
受
け
た
者
（
団

体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し

た
者
） 

 

三 

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
受
け
た

者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行

為
を
し
た
者
） 

 

四 

第
二
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
告
知
を
し
な
か
つ
た
者

（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
） 

 

五 

第
二
十
二
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
を
し
た
者

（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
） 

 

第
二
十
六
条
の
四 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
禁
錮こ

又

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 
一 

第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
の
あ
つ
せ
ん
に
係

る
行
為
を
し
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し

て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
） 

 

二 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
七
第
一

項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
の
支
払
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
行
為
を
し
た
者



   

二
七 

   

二 

（
略
） 

 

三 

第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
行
政
執
行
法
人
若
し
く

は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公

務
員
又
は
職
員
が
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
を
求
め
た
者
（
団

体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
そ
の
行
為
を
し
た
者
） 

  

第
二
十
六
条
の
五 

第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
又
は

対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
を
集
め
た
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
こ
れ
ら
の
行
為
を
し
た
者
）
は
、
二
十
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

 

（
削
る
） 

 

（
削
る
） 

  

第
二
十
八
条
の
二 

第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
第
三
号
、
第
二
十
六
条
の
二

第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
二
十
六
条
の
四
第
二
号
の
規
定
の
違
反
行

為
に
よ
り
受
け
た
寄
附
に
係
る
財
産
上
の
利
益
（
第
二
十
二
条
の
五
第
四
項

（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為

を
し
た
者
） 

 

三 

（
同
上
） 

 

四 

第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
公
務
員
又
は
行
政
執
行
法
人
若
し
く

は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
公

務
員
又
は
職
員
が
し
て
は
な
ら
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
を
求
め
た
者
（
団

体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し

た
者
） 

 

第
二
十
六
条
の
五 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
（
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
）
は
、
二
十
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

  

一 

第
二
十
二
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
寄
附
を
集
め
た
者 

 

二 

第
二
十
二
条
の
八
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
の
七
第
二

項
の
規
定
に
違
反
し
て
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
等
を
集
め
た
者 

 

第
二
十
八
条
の
二 

第
二
十
三
条
、
第
二
十
六
条
第
三
号
、
第
二
十
六
条
の
二

第
三
号
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
及
び
第
二
十
六
条
の
四
第
三
号
の
規
定

の
違
反
行
為
に
よ
り
受
け
た
寄
附
に
係
る
財
産
上
の
利
益
（
第
二
十
二
条
の



  

二
八 

に
規
定
す
る
寄
附
に
係
る
金
銭
又
は
物
品
を
除
く
。
）
は
、
没
収
す
る
。
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴

す
る
。 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法

定
受
託
事
務
と
す
る
。 

 

一 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第

十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一

項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第

五
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
十
九
条
の

十
六
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条

の
五
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務 

 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

六
第
四
項
に
規
定
す
る
寄
附
に
係
る
金
銭
又
は
物
品
を
除
く
。
）
は
、
没
収
す

る
。
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価

額
を
追
徴
す
る
。 

  

（
事
務
の
区
分
） 

第
三
十
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第

九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。 

  

一 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
六
条
の
三
、
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第

十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一

項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第

五
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
十
九
条
の

十
六
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条

の
六
第
五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 

二
・
三 
（
同
上
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 



   

二
九 

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
又
は
所
得

税
額
の
特
別
控
除
） 

第
四
十
一
条
の
十
八 

個
人
が
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
政
治
資
金

規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
（
同
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

及
び
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合

に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
金
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
も

の
（
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
又
は
第
三
号
若
し
く
は
第
四

号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
同
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団

体
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
、
当
該
支
出
金

を
支
出
し
た
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

は
当
該
支
出
金
を
除
き
、
同
号
ロ
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支

出
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
団
体
が
推
薦
し
、
又
は
支
持
す
る
者
が
、
公
職
選

挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六
条
の
四

ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
号
ロ
の
候
補
者
と
し
て
届
出
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る

 

（
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
又
は
所
得

税
額
の
特
別
控
除
） 

第
四
十
一
条
の
十
八 

個
人
が
、
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
政
治
資
金

規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
（
同
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
も
の

及
び
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
「
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合

に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
金
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
も

の
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に

あ
つ
て
は
、
当
該
支
出
金
を
支
出
し
た
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
次
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
当
該
支
出
金
を
除
き
、
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
団

体
に
対
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
団
体
が
推
薦
し
、
又

は
支
持
す
る
者
が
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
十

六
条
か
ら
第
八
十
六
条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
り
同
号
ロ
の
候
補
者
と
し
て

届
出
の
あ
つ
た
日
の
属
す
る
年
及
び
そ
の
前
年
中
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

で
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ



  

三
〇 

年
及
び
そ
の
前
年
中
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
政
治
資
金
規
正
法
第
十
二

条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
及
び
同

号
イ
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
と
し
て
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
、
第
八

十
六
条
の
三
又
は
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
に
対

し
当
該
公
職
に
係
る
選
挙
運
動
に
関
し
て
さ
れ
た
も
の
で
同
法
第
百
八
十
九

条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
は
、
所
得
税
法
第
七
十

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用

す
る
。 

 

一 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
党 

 

二 

政
治
資
金
規
正
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
政
治
資
金
団
体 

 

三 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
で
、
衆
議
院

議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
が
主
宰
す
る
も
の
又
は
そ
の
主
要
な
構
成
員

が
衆
議
院
議
員
若
し
く
は
参
議
院
議
員
で
あ
る
も
の
（
同
法
第
五
条
第
一

項
第
一
号
に
掲
げ
る
団
体
を
含
む
。
） 

 

四 

政
治
資
金
規
正
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
次
に

掲
げ
る
も
の 

 
 

イ 

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
、
都
道
府

県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
若
し
く
は
市

長
の
職
（
ロ
に
お
い
て
「
公
職
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
者
を
推
薦
し
、
又

は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の 

り
報
告
さ
れ
た
も
の
及
び
同
号
イ
に
規
定
す
る
公
職
の
候
補
者
と
し
て
公
職

選
挙
法
第
八
十
六
条
、
第
八
十
六
条
の
三
又
は
第
八
十
六
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
届
出
の
あ
つ
た
者
に
対
し
当
該
公
職
に
係
る
選
挙
運
動
に
関
し
て
さ
れ

た
も
の
で
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た

も
の
は
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
と
み
な

し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

   

一 

（
同
上
） 

 

二 

（
同
上
） 

 

三 

（
同
上
） 

    

四 

（
同
上
） 

      



   

三
一 

 
 

ロ 

特
定
の
公
職
の
候
補
者
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
か
ら
第
八
十
六

条
の
四
ま
で
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
と
な
つ
た
者

を
い
う
。
）
又
は
当
該
公
職
の
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
を
推
薦
し
、

又
は
支
持
す
る
こ
と
を
本
来
の
目
的
と
す
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
） 

２ 

個
人
が
指
定
期
間
内
に
支
出
し
た
前
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ

る
団
体
又
は
同
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
団
体
の
う
ち
政
治
資

金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
資
金
管
理
団
体
で
あ
る
も
の
に
対

す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
で
、
同
法
第
十
二
条
又
は
第

十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
年
中

に
支
出
し
た
当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額

に
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
（
所
得
税
法
第
七
十
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
の
額
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
た
も
の
の
額
並
び
に
次
条
第

二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
の
額
並
び
に
第
四
十

一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
特
定
新
規
株
式
の
取
得
に
要
し

た
金
額
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
の
合
計
額
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
金
額
が
、
当
該
個
人
の
そ
の
年

分
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
の
百
分

の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
百
分
の
四
十
に
相
当

     

２ 

個
人
が
指
定
期
間
内
に
支
出
し
た
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
団

体
に
対
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
に
係
る
支
出
金
で
、
政
治
資
金
規
正

法
第
十
二
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
も

の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合

計
額
（
当
該
合
計
額
に
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
（
所

得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附
金
の
額
及
び
同
条
第
三

項
の
規
定
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
た
も
の

の
額
並
び
に
次
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金

の
額
並
び
に
第
四
十
一
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
特
定
新
規

株
式
の
取
得
に
要
し
た
金
額
と
し
て
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額

の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
金
額
が
、

当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金

額
の
合
計
額
の
百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該

百
分
の
四
十
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
を
控
除
し

た
残
額
）
が
二
千
円
（
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額



  

三
二 

す
る
金
額
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
を
控
除
し
た
残
額
）
が
二
千
円

（
そ
の
年
中
に
支
出
し
た
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

二
千
円
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
を
控
除
し
た
残
額
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
特
定
控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
分
の

所
得
税
の
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
る
。
）
を
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
す
る
金
額
が
、

当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
の
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額

（
当
該
金
額
が
一
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
な
い
場

合
は
、
当
該
控
除
し
て
得
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え

る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
金
額
は
、
当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金

額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）

を
限
度
と
す
る
。 

 

一 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一

万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額

か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 

二 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
一

万
円
を
超
え
五
万
円
以
下
で
あ
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 

イ 

一
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

ロ 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
一
万
円
を
控
除

し
た
金
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額 

が
あ
る
場
合
に
は
、
二
千
円
か
ら
当
該
特
定
寄
附
金
等
の
金
額
を
控
除
し
た

残
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
か
ら
、
そ
の
超
え

る
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
控
除
す
る
金
額
が
、
当
該
個
人
の
そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
の
百

分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
す
る
金
額
は
、

当
該
百
分
の
二
十
五
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
限
度
と
す
る
。 

      

（
新
設
） 

       



   

三
三 

 
三 

そ
の
年
中
に
支
出
し
た
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
が
五

万
円
を
超
え
る
場
合 

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 

イ 
三
万
円
か
ら
特
定
控
除
額
を
控
除
し
た
金
額 

 
 

ロ 

当
該
政
党
等
に
対
す
る
寄
附
金
の
額
の
合
計
額
か
ら
五
万
円
を
控
除

し
た
金
額
の
百
分
の
三
十
に
相
当
す
る
金
額 

３
～
６ 

（
略
） 

     

３
～
６ 

（
同
上
） 

 

 
 

  
 



  

三
四 

○
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
四
号
）
（
附
則
第
八
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

 

第
九
条
及
び
第
十
条 

削
除 

  

 
 

 

附 

則 

 

第
九
条 

削
除 

  

（
見
直
し
） 

第
十
条 

こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
治
資

金
の
個
人
に
よ
る
拠
出
の
状
況
を
踏
ま
え
、
政
党
財
政
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

会
社
、
労
働
組
合
そ
の
他
の
団
体
の
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
し
て
す

る
寄
附
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

  
 



   

三
五 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
附
則
第
九
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

 

法 

律 
 

 
 
 

 
 

 
 

事 
 

 
 

 
 

 

務 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

政
治
資
金
規
正
法 

 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理 

 
 

 
 

（
昭
和
二
十
三
年 

 
 

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に 

 
 

 
 

法
律
第
百
九
十
四 

 
 

掲
げ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

号
） 

 
 

 
 

 
 
 

イ 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
三
、

第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、

第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
十

九
条
の
十
六
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
五
第

五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
第
五
項
に
お
い
て

別
表
第
一 

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
） 

備
考 

こ
の
表
の
下
欄
の
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
は
、
上
欄
に
掲
げ
る

法
律
に
お
け
る
用
語
の
意
義
及
び
字
句
の
意
味
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

 

法 

律 
 

 
 
 

 
 

 
 

事 
 

 
 

 
 

 

務 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

政
治
資
金
規
正
法 

 

一 

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理 

 
 

 
 

（
昭
和
二
十
三
年 

 
 

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
次
に 

 
 

 
 

法
律
第
百
九
十
四 

 
 

掲
げ
る
も
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

号
） 

 
 

 
 

 
 
 

イ 

第
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
条
の
三
、

第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
条
の
三
第
一
項
、

第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
十
八
条
第
五
項
、
第
十
九
条
第

二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
、
第
十

九
条
の
十
六
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
六
第

五
項
（
第
二
十
二
条
の
六
の
二
第
五
項
に
お



  

三
六 

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
一

条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

（
略
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ロ
・
ハ 

（
同
上
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

（
同
上
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

  


